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キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
・
ポ
イ
ン
ト
還
元
事
業
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
の
消
費
税
率
引
上
げ
に
伴
う
需
要
平
準
化
対
策
な
ど
と

し
て
、
一
定
期
間
に
限
り
、
中
小
・
小
規
模
事
業
者
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
手
段
を
使
っ
た
ポ
イ
ン
ト
還
元
等
を
支
援
す
る

事
業
と
し
て
開
始
さ
れ
た
。
本
事
業
に
つ
い
て
、
令
和
二
年
三
月
十
六
日
ま
で
の
対
象
決
済
金
額
は
約
七
・
二
兆
円
、
還
元
総

額
は
約
二
千
九
百
八
十
億
円
と
な
っ
た
。 

 

令
和
二
年
六
月
三
十
日
を
も
っ
て
終
了
す
る
本
事
業
に
関
連
し
て
以
下
、
質
問
す
る
。 

一 

政
府
は
、
令
和
二
年
九
月
一
日
よ
り
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
活
用
し
た
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
事
業
に
よ
る
消
費
活
性
化

策
を
実
施
す
る
。
同
事
業
は
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
実
施
期
間
で
あ
る
が
、
実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
（
国
内
総
生
産
）
そ
の

他
の
経
済
指
標
を
ど
の
程
度
押
し
上
げ
る
経
済
効
果
が
あ
る
と
見
込
ん
で
い
る
か
、
詳
細
を
伺
い
た
い
。 

二 

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
・
ポ
イ
ン
ト
還
元
事
業
が
六
月
三
十
日
に
終
了
す
る
こ
と
で
、
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
事
業
開
始
ま
で
二
か

月
間
の
空
白
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
が
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
比
率
が
減
少
し
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
の
普
及
促
進
に

問
題
が
生
じ
る
の
で
は
な
い
か
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

 
 

ま
た
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
・
ポ
イ
ン
ト
還
元
事
業
は
実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
そ
の
他
の
経
済
指
標
を
ど
の
程
度
押
し
上
げ
る
経
済
効
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果
が
あ
る
と
見
込
ん
で
い
る
か
、
詳
細
を
伺
い
た
い
。 

三 
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
・
ポ
イ
ン
ト
還
元
事
業
は
、
事
業
費
と
し
て
総
額
約
七
千
七
百
五
十
億
円
を
計
上
し
て
い
る
。
事
業
開

始
か
ら
令
和
二
年
三
月
十
六
日
時
点
で
の
還
元
総
額
二
千
九
百
八
十
億
円
よ
り
月
平
均
還
元
額
を
算
出
す
る
と
、
令
和
二
年

六
月
三
十
日
時
点
に
お
い
て
事
業
費
は
余
裕
が
あ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
事
業
終
了
後
の
不
用
額
は
ど
の
よ
う

に
処
理
を
す
る
の
か
、
詳
細
を
伺
い
た
い
。 

四 

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
予
防
と
し
て
、
支
払
い
時
の
接
触
時
間
を
短
縮
す
る
と
と
も

に
、
現
金
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
る
感
染
リ
ス
ク
を
減
ら
せ
る
と
考
え
る
。
厚
生
労
働
省
は
新
し
い
生
活
様
式
の
実
践
例
と
し

て
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
の
利
用
を
あ
げ
て
い
る
が
、
現
金
決
済
と
比
較
し
た
予
防
策
と
し
て
の
効
果
を
ど
の
よ
う
に
考

え
て
い
る
か
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

五 

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
・
ポ
イ
ン
ト
還
元
事
業
の
延
長
に
つ
い
て
は
、
令
和
二
年
六
月
九
日
衆
議
院
財
務
金
融
委
員
会
に
お
い

て
、
経
済
産
業
省
大
臣
官
房
審
議
官
よ
り
令
和
二
年
六
月
三
十
日
で
終
了
す
る
と
の
答
弁
が
あ
る
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
に
伴
う
感
染
拡
大
予
防
と
個
人
消
費
の
下
支
え
な
ど
の
経
済
対
策
を
目
的
に
、
少
な
く
と
も
事
業
費
の
不
用
額
の
範

囲
内
で
延
長
を
検
討
す
る
必
要
は
な
い
か
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。 
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右
質
問
す
る
。 


